
 
 

派遣労働者対象の 
「総合労働セミナー」を県北会場にて実施しました！ 

令和２年 12 月 23 日 
 

 
茨城労働局では、派遣労働者の方が安心、納得して働けるよう支援するため、派遣労働者の方を

対象として、労働者派遣法及びその制度の理解、浸透を図るためにセミナーを実施しております。 
今般、県北会場（日立地区産業支援センター）にて「派遣で働く時に知っておきたいこと」、「労働

基準関係法令と個別労働紛争解決制度」や「同一労働同一賃金」等について理解を深めることがで
きるよう分かりやすい資料で説明しました。 

今後は県央、県西、県南３つの会場にて計３回実施することとしておりますので、是非ご参加くださ
い！ 
 

●「本セミナー」に関する詳しい内容は 
県西会場（1月14日：木曜日）茨城県県西生涯学習センター２階中講座室 
県央会場（1月22日：金曜日）茨城県トラック協会２階研修室３ 
県南会場（2月 5日：金曜日）土浦労働総合庁舎３階大会議室 

 
【お問い合わせ先】 

●労働者派遣法に関する相談 
需給調整事業室   TEL:029-224-6239 

●個別労働紛争解決制度に関する相談 
   雇用環境・均等室  TEL:029-277-8295 

茨城労働局          フォトレポート  

セミナーの様子 

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/haken_seminar_r030114chiku.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/haken_seminar_r030122mito.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/haken_seminar_r030205tuchi.pdf

